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１　令和５年度一般会計歳入歳出補正予算（地域政策局関係）

（１）総括表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　（単位：千円、％）

現計予算額 補 正 額 計
対前年
同期比

備         考

使用料及び手数料 63,341 0 63,341 160.0 

国 庫 支 出 金 714,974 110,951 825,925 29.2 

財 産 収 入 23,538 0 23,538 112.7 

寄 附 金 22,359 0 22,359 119.3 

繰 入 金 804,037 147,000 951,037 73.4 

諸 収 入 1,241,455 1,281 1,242,736 99.7 

県 債 600,800 0 600,800 64.5 

合 計 3,470,504 259,232 3,729,736 58.5 

総 務 費 9,187,167 305,560 9,492,727 84.9 

総 務 管 理 費 873,195 43,035 916,230 103.9 

企 画 費 522,202 7,493 529,695 126.0 

地 域 振 興 費 6,816,122 255,032 7,071,154 86.5 

選 挙 費 975,648 0 975,648 57.2 

合 計 9,187,167 305,560 9,492,727 84.9 

区　　　　分

歳
 
 
 

入

歳
 
 
 

出
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（２）　補正予算の内容 （単位：千円）

国支出金 県 債 その他

(款)総務費

(項)総務管理費

(目)国際交流費 873,195 43,035 916,230 2,919 0 0 40,116

2,919

推進事業費 15,065

事務所支援事業費 25,051

総務管理費計 873,195 43,035 916,230 2,919 0 0 40,116

(項)企画費

(目)企画総務費 522,202 7,493 529,695 0 0 0 7,493

7,493

企画費計 522,202 7,493 529,695 0 0 0 7,493

(項)地域振興費

（目）地域振興推進費 836,075 147,000 983,075 0 繰入金 0

147,000 事業費 147,000

（目）スポーツ推進費 1,266,664 6,188 1,272,852 6,188 0 0 0

6,188

（目）交通輸送対策費 1,267,996 101,844 1,369,840 101,844 0 0 0 1.生活交通確保対策費

101,844

地域振興費計 6,816,122 255,032 7,071,154 108,032 0 147,000 0

合　　　計 9,187,167 305,560 9,492,727 110,951 0 147,000 47,609

3.国連訓練調査研究所広島

款　項　目
補正前
の　額

補 正 額 計

補正額の財源内訳

説　　　　明特定財源 
一般財源

1.国際協力事業費

2.国際平和拠点ひろしま構想

1.サッカースタジアム等整備

1.体育施設管理費

1.広島サミット推進事業費
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２  予算以外の議案 

（１）条 例 

 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正する条例 

（主な内容） 

 市町に移譲している事務の追加などのため、関係規定を整備 

 

 

 

 

 

 

（施行期日） 

    生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律の公布日(令和５年６月 14 日)から６月を超えない範囲内において

政令で定める日 

 

３ その他の提出案件 

（１）広島県基金運用状況報告書 

   地方自治法第 241条第５項に基づき、広島県市町振興基金の運用状況について報告する。 

 

（２）令和４年度中山間地域の振興に関する主な施策の実施状況 

   広島県中山間地域振興条例第 12条に基づき、令和４年度において中山間地域の振興の 

ために講じた主な施策について報告する。 

 

（３）請願の処理の経過及び結果報告 

   請願の処理の経過及び結果の報告に関する条例に基づき、ＪＲ三江線沿線地域の活性化

に関する請願について、処理の経過を報告する。 

区 分 対象市町 追加する事務の内容 

旅館業法 

竹原市、三原市、尾道市、府中市、

三次市、庄原市、東広島市、廿日

市市、安芸高田市、江田島市、北

広島町、大崎上島町、世羅町及び

神石高原町 

事業譲渡による営業者の地位の

承継の承認 


